
北海道告示第１１５７６号 

 

 

（仮称）石狩市浜益沖浮体式洋上風力発電実証事業に係る計画段階環境配慮書（以下、「配

慮書」という。）の内容についての説明会を次のとおり開催する。 

 

 

令和５年 12月７日 

 

 

北海道知事 鈴木 直道  

 

 

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

  名        称  株式会社ＪＥＲＡ 

  代 表 者 の 氏 名            代表取締役社長 奥田 久栄 

  主たる事務所の所在地  東京都中央区日本橋二丁目５番１号 

 

２ 対象事業の名称、種類及び規模 

  名  称  （仮称）石狩市浜益沖浮体式洋上風力発電実証事業 

  種  類  風力（洋上）発電所の設置の工事 

  規  模  出力 最大 28,000 kW 

 

３ 事業実施想定区域 

  石狩市浜益沖 

 

４ 北海道環境影響評価条例（平成 10 年北海道条例第 42号）第３条の４第２項の規定によ

る第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域 

  石狩市及び増毛郡増毛町 

 

５ 説明会の開催日時、場所及び収容人員 

日   時 場   所 収容人員 

令和５年12月15日（金） 

18時00分から20時00分まで 

増毛町文化センター 中ホール 

（増毛郡増毛町南畠中町２丁目25番地） 
60人 

令和５年12月16日（土） 

13時00分から15時00分まで 

浜益コミュニティセンターきらり  

多目的ホール 

（石狩市浜益区浜益630番１） 

 

120人 

 

６ 説明会の開催方法 

（１）説明会は、知事の指名する職員（以下、「主宰者」という。）が主宰する。 

（２）説明会への入場は、先着順とする。 

（３）主宰者は、事故の防止その他必要があると認めるときは、入場しようとする者の入場



を制限することができる。 

（４）入場者は、配慮書の記載事項について質疑を行おうとするときは、その都度、主宰者

の許可を受けなければならない。 

（５）主宰者は、質疑の許可を行うに当たり、特に必要があると認めるときは、質疑の時間

を制限することができる。 

（６）主宰者は、質疑の許可を受けた者が、配慮書の記載事項以外の事項について若しくは

制限された時間の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動をしたときは、その発言を禁

止し、質疑を取り消すことができる。 

（７）主宰者は、説明会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、説明会の秩序

を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。 

 

７ 説明会の延期又は中止 

  主宰者は、天災地変その他の理由により説明会を開催し、及び継続することが困難であ

ると認めるときは、説明会を延期し、又は中止することができる。 

 

８ 説明会に関する照会先 

  北海道環境生活部環境保全局環境政策課環境影響審査係 

  （札幌市中央区北３条西６丁目） 

  電話：011-204-5981（直通）   

011-234-4111（代表）（内線 24-227） 


